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令和８年度  設備総合管理業務仕様書  

 

１．管理基本事項  

 （１）勤務時間及び人員  

①土曜、日曜、祝祭日     ８：３０～１8：００   １名  

②平日（①以外の日）      ８：００～１８：００   １名    ８：００～１７：００    １名    

  （２）勤務を必要としない日   ４月・５月・１０月・１１月の土曜・日曜・祝祭日  

                          １２月２９日から翌年１月３日まで  

 （３）法定技術者の選任  

次の法定技術責任者を関係諸官庁へ届け出る場合は、受注者の従業員の中から選出す

るものとする。  

・ 電 気 主 任 技 術 者  ・ 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者  ・ ビ ル 設 備 管 理 技 能 士          

・一級建築士若しくは二級建築士又は防火設備検査員 

 

２．業務内容  

 （１）総括管理業務  

    ・ 計画立案  

    ・ 報告、連絡、調整、整備  

    ・ 記録類の分析  

    ・ 検査、修理、改修工事等の立会い  

    ・ その他図面、工具、予備品等の管理  

 （２）広域ビル管理システムによる２４時間監視、緊急対応  

中央監視装置の異常警報内容を電話専用回線により 24時間監視し、警報発生時に原因

調査や復旧対応を速やかに実施する。  

    機器名称：中央監視装置・・・・・ (株)山武 savic-netFX 

         システム制御盤・・・・・日本電技 (株) 

 （３）建築物環境衛生管理業務  

 （４）運転監視業務及び日常巡視点検業務  

    ・ 各設備の運転及び監視装置による状態監視  

    ・ 各設備の日常巡視点検（液体窒素ガスタンク設備を含む。）  

    ・ 各設備の応急処置及び小修理等（修理に要する消耗品は発注者負担）  

（５）フロン類の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検（簡易点検及び定期点検）

・整備業務  

（６）日誌の作成   

受託者は日誌及び点検結果表を作成し、前週分を翌週月曜日に発注者に提出し、確認
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を得ること。  

 

①  管理業務日誌（勤務日ごと作成  様式１）  

②  吸収式冷温水機運転日誌（運転日ごと作成  様式２）  

③  非常用発電機及び地下貯蔵タンク点検表（２月に１回点検  様式３）  

④  機械室点検表（NO ごとに２週に１回点検   様式４）  

⑤  ＣＥ日常巡回点検記録表（祝祭日を除く月曜日から金曜日の毎日２回点検  様式５）  

     ⑥  フロン類の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検・整備記録簿  

       （簡易点検・定期点検：法律で定められた回数  様式６）  

３．管理の対象となる設備  

 管理の対象となる設備の種類及び業務等の範囲は次の「管理対象設備表」によるものとする。  

 

「管理対象設備表」  

１．中央監視・制御設備  

    ・  中 央 監 視 盤               ・ 無停電電源装置 (CVCF) 

２．電気設備  

    ・  受 変 電 設 備                 ・  配 電 設 備           

    ・  動 力 負 荷 設 備                ・  コ ン セ ン ト           

    ・   ガスタービン発電機設備  ・  蓄 電 池 設 備           

    ・  弱 電 設 備                 ・  避 雷 針           

    ・   アクティブフィルター装置  ・  直流電源装置           

    ・  自 動 制 御 装 置                 ・  太陽光発電装置           

３．空気調和設備  

    ・   ボイラー（バーナー・給水装置・薬液注入装置）  

    ・  発電機用オイルタンク                ・  配管及び付属装置           

    ・  煙 道 及 び 煙 突                ・  冷 凍 機           

    ・  冷 温 水 発 生 機                ・  パッケージ型空気調和機  

    ・  小型ヒートポンプ                ・  全 熱 交 換 器           

    ・  空気調和機（加湿器・電気集塵器・エアフィルター）  

    ・   ファンコイルユニット              ・  冷 却 塔           

    ・  冷温水及び冷却水循環装置  ・  薬液注入装置           

    ・  空 調 用 換 気 扇                 ・  送 排 風 機           

    ・  風道及び付属装置               ・  特殊空調設備           

・   業務用エアコン  

４．給排水衛生設備  

    ・  受 水 槽                ・  中 水 槽           
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    ・  雨 水 槽                    ・  揚 水 ポ ン プ           

    ・  圧力ﾀﾝｸ式加圧給水装置       ・  給 水 管           

    ・  貯 湯 槽                  ・  給湯用温水ﾎﾞｲﾗｰ循環装置  

    ・  薬 液 注 入 装 置                  ・  湯 沸 器           

    ・  洗 面 器                  ・  フ ラ ッ シ ュ 弁           

    ・  大 便 器                  ・  小 便 器           

    ・  汚 水 槽                  ・  湧 水 槽           

    ・  ガ ス 設 備                  ・  ソ ー ラ ー 設 備           

    ・  中 水 設 備                     ・  雨 水 設 備           

    ・  カナール流水槽                     ・  中水槽濾過装置           

    ・  グ リ ス ト ラ ッ プ                  ・  雨水槽濾過装置           

    ・  カナール槽濾過装置           

５．消防用設備等  

    ・  消 火 器                 ・  屋内消火栓設備           

    ・  泡 消 火 設 備                 ・  二酸化炭素消火設備           

    ・  粉 末 消 火 設 備                ・  自動火災報知設備           

    ・  排煙設備（防火戸、防火シャッター、防火ダンパー、排煙窓）  

    ・  非 常 放 送 設 備                 ・  誘 導 灯           

    ・  ガス漏れ火災警報設備               ・   非常電源自家発電設備  

    ・  非常電源蓄電池設備           

６．輸送設備  

    ・  エ レ ベ ー タ ー                   

７．その他の設備  

    ・  Ｉ Ｔ Ｖ 装 置                   ・  ビデオプロジェクター昇降装置  

    ・  電動化粧扉装置                ・  調 光 装 置           

    ・  構内情報通信設備                 ・  構内交換電話設備           

    ・  自 動 扉 設 備                ・  特殊ガス制御装置           

    ・  排煙オペレータ装置              ・  アトリューム天井           

    ・  床 暖 房 装 置                ・  実験用排水設備           

    ・  時 計 設 備                ・  放 送 設 備            

  ・  液化窒素設備  

８．その他  

・受注者が管理業務を請け負うため、契約期間内に恒常的に自動車を岡山県工業技

術センター・テクノサポート岡山敷地内に駐車する場合、駐車場使用料金（１月

１台 1,000 円）が必要な場合がある。 


